
五所川原市内水ハザードマップ印刷業務

仕様書

（適用範囲）

第 1 条 本仕様書は、五所川原市（以下「発注者」という。）が受注者に委託する

五所川原市内水ハザードマップ印刷業務（以下「本業務」）に適用する。

（委託業務概要）

第 2 条 本業務は別業務で発注されている「令和 7 年度 五所川原市内水ハザードマップ

作成業務」で作成されたデータをもとに印刷を行う業務である。

（目的）

第 3 条 本業務で印刷した内水ハザードマップを毎戸配布することで、内水浸水想定区域

の情報及び水害時の避難行動等を学習し、災害時に安全に避難行動をとれるように

することを目的とする。

（印刷）

第 4 条 印刷の規格は、下記事項を基本とし、詳細は発注者・受注者の協議のうえ、決定

すること。印刷前に使用する紙見本を提出すること。

(1) 形式 ：1 枚紙

(2) 用紙サイズ ：Ａ１（仕上がり 8つ折りＡ４サイズ）

(3) 原稿面数 ：２面（地図面、情報・学習面）

(4) 印刷刷色 ：高精細 FM スクリーン印刷 ４色カラー

(5) 紙質規格 ：マットコート紙（90kg 以上）

(6) 印刷部数 ：26,000 部（うち世帯配布想定部数：約 21,700 部）

(7) 仕分け ：世帯配布については市の広報紙の発行にあわせ、各町内会等

の広報担当員ごとに仕分けし納品するものとする

(8) その他

・色校正を 2回程度実施する。

・印刷用に原稿データ（Adobe Illustrator 等）を編集した場合は、同データも

納品すること。

（履行期限）

第 5 号 本業務の履行期限は、令和 8 年 3月 25 日とする。ただし、配布用の成果品（印

刷物）については 4月号の広報紙(令和 8 年 3 月 25 日配布)と同時配布とするため

令和 8 年 3 月 16 日までに準備することとする。

（納入場所）

第 6 号 本業務の成果品の納入場所は、五所川原市役所下水道課とする。

（成果品）

第 7 条 本業務における成果品は以下のとおりとする。

（1）内水ハザードマップ印刷物 ：26,000 部

（2）内水ハザードマップ原稿データ ：1式

※原稿データを編集した場合



（秘密の保持）

第 8条 受注者は業務の処理上知り得た情報を他人に漏えいしてはならない。

本業務の実施により得た各種情報については、これを発注者の許可なく第

三者に公表、貸与、使用してはならない。また、本業務終了後も同様とする。

（成果品の帰属）

第 9条 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承認を

受けずに成果品を複製し、第三者に公表又は貸与してはならない。

（疑義の解釈）

第 10 条 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合または本仕様書に定めのな

い事項については発注者、受注者協議によるものとする。

（再委託等の禁止）

第 11 条 受注者は、原則として本業務の主たる業務（ハザードマップ印刷に係る作業）

を第三者に請け負わせてはならない。ただし、発注者が承諾した場合に限り、委

託業務の一部を再委託できるものとする。


